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年
　
　
　
　
金

◆
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

◆
年
金
相
談

　
失
業
や
所
得
が
少
な
く
な
っ
た

た
め
に
保
険
料
を
納
め
る
の
が
困

難
な
と
き
は
、
未
納
の
ま
ま
に
し

な
い
で
『
保
険
料
の
免
除
申
請
』

を
し
ま
し
ょ
う
。

　
申
請
免
除
に
は
、
保
険
料
の
全

額
を
免
除
す
る
『
全
額
免
除
』
と

保
険
料
の
半
額
を
免
除
す
る
『
半

額
免
除
』
と
若
年
者
（
２０
歳
代
の

方
）
の
保
険
料
の
納
付
を
猶
予
す

る
『
若
年
者
納
付
猶
予
』
の
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　
平
成
１７
年
度
分
（
平
成
１７
年
７

月
か
ら
平
成
１８
年
６
月
ま
で
）
の

申
請
も
受
付
中
で
す
。

　
な
お
、
申
請
免
除
に
は
一
定
の

判
断
基
準
が
あ
り
ま
す
。

◆
免
除
申
請
の
対
象
と
な
る
方

①
前
年
の
所
得
が
少
な
く
保
険
料

　
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

②
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年

　
度
ま
た
は
前
年
に
お
い
て
、

・
失
業
な
ど
に
よ
り
、
保
険
料
を

　
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

　
と
認
め
ら
れ
る
時

・
震
災
、
風
災
害
、
火
災
そ
の
他

　
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
、

　
被
害
金
額
が
財
産
の
お
お
む
ね

　
２
分
の
１
以
上
で
あ
る
損
害
を

　
受
け
た
時

・
事
業
休
止
ま
た
は
廃
止
に
よ
り

　
厚
生
労
働
省
が
実
施
す
る
離
職

　
者
支
援
資
金
貸
付
制
度
に
よ
る

　
貸
付
金
の
交
付
を
受
け
た
時

③
障
害
者
ま
た
は
寡
婦
で
あ
っ
て
、

　
前
年
の
所
得
が
１
２
５
万
円
以

　
下
の
場
合

④
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助

　
以
外
の
扶
助
を
受
け
て
い
る
場

　
合

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
　
鑑

・
失
業
で
申
請
す
る
場
合
は
、
公

的
な
証
明
書
（
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
ま
た
は
離
職
票
）

○
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
町
民
係

　
　
　
１
１
１
１
内
線
２
１
２
４

　任意加入対象であった学生や厚生年金保険

などに加入していた方の配偶者で，任意加入

していなかった期間中に生じた傷病が，現在，

障害基礎年金の１級・２級相当の障害がある

方は，『特別障害給付金』の請求ができます。

　認定されると，申請した翌月の分から給付

金をうけとることができます。

　
年
金
資
格
や
受
給
手
続
き
な
ど

に
つ
い
て
の
『
年
金
相
談
所
』
を

開
設
し
ま
す
。

�

相
談
に
は
、
川
内
社
会
保
険
事

務
所
の
職
員
が
応
じ
ま
す
の
で
、

質
問
や
相
談
な
ど
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
こ
の
機
会
を
是
非
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

○
日
時
　
７
月
２０
日
（
水
）

�

　
　
　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

○
場
所

　
さ
つ
ま
町
役
場
薩
摩
総
合
支
所

※
相
談
の
受
付
　

　
午
前
１０
時
か
ら
正
午
ま
で
は
、

　
薩
摩
・
鶴
田
地
域
の
方
々

�

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

　
は
、
宮
之
城
地
域
の
方
々

　
指
定
の
時
間
に
来
れ
な
い
方
は
、

　
随
時
受
付
で
き
ま
す
。

特別障害給付金制度

お
　
知
　
ら
　
せ

◆
消
費
生
活
専
門
相
談
員

　
　
　
　
　
　
　
資
格
認
定
試
験

○
資
格
の
名
称
　

　
「
消
費
生
活
専
門
相
談
員
」

○
受
験
資
格
　
特
に
な
し

○
受
講
料
　
１
０
，

  

５
０
０
円

○
試
験
日
　

・
１
次
試
験
　
１０
月
１
日

・
２
次
試
験
　

　
　
１１
月
１９
日
～
１２
月
４
日

○
受
験
申
込
期
間
　

　
　
７
月
２０
日
～
８
月
１９
日

　
　
　
　
　
※
８
月
１９
日
必
着

※
試
験
会
場
・
受
験
申
込
書
な
ど

に
つ
い
て
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ
先

　
商
工
観
光
課
商
工
振
興
係

　
　
　
１
１
１
１
内
線
２
２
４
１

　
町
で
は
、
土
地
改
良
区
、
共
同

施
行
者
な
ど
を
対
象
に
、
暗
き
ょ

排
水
・
用
排
水
事
業
、
農
道
整
備
、

農
地
造
成
・
田
畑
の
区
画
整
理
事

業
を
行
う
場
合
に
補
助
金
を
交
付

し
て
お
り
ま
す
。

　
平
成
１７
年
度
の
補
助
金
交
付
申

請
に
つ
き
ま
し
て
は
、
９
月
３０
日

（
金
）
ま
で
の
申
請
分
を
も
っ
て

締
め
切
り
ま
す
。

　
申
請
・
詳
細
な
ど
に
つ
き
ま
し

て
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ
先

�

耕
地
林
業
課
耕
地
係

�

　
　
１
１
１
１
内
線
２
４
３
４

◆
町
耕
地
事
業
補
助
金
交
付
申
請

生ゴミ処理機購入補助
　町衛生自治団体連合会では，一般家庭

から出される生ごみの減量化を図る目的

で，電気式の生ゴミ処理機を購入された

方に対して，２万円を上限として補助金

を交付します。

　対象となる方は，町内に在住し，かつ，

衛生自治団体連合会の会員であることな

どが条件となります。※公民会の会員で

ない方は対象となりません。

　今年度は３０台分の補助を計画してい

ますが，補助金の交付は申込み順となり

ますので，購入を計画されている方は事

前にお問い合わせください。

○お問い合わせ先

　環境課環境係　

　　　５３－１１１１内線２１２７

５３

５３

５３


